
※　税額控除割合の引上げは、関連法案においては、施行日(令和２年４月１日)以後に開始する事業年度から
　　適用されることとしています。
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損金算入（約３割）
国税＋地方税

（４割）
法人住民税＋法人税

（２割）
法人事業税

（１割）
企業
負担

現
行

損金算入（約３割）
国税＋地方税

（２割）
法人住民税
＋法人税

（１割）
法人
事業税

（４割）
企業負担

拡充（税額控除３割）

（令和２年度税制改正後）




